
（介護予防）短期入所療養介護 

〈別紙１〉                 介護老人保健施設杏園のご案内 
（令和８年 2 月１日改正） 

 
１．事業の概要 
 
（１）事業所の名称等 

・ 施 設 名   介護老人保健施設杏園 
・ 開 設 年 月 日   平成９年７月１８日 
・ 所 在 地   新潟県村上市猿沢２２２２番地 
・ 電 話 番 号 等   ＴＥＬ．0254-60-2222  ＦＡＸ．0254-60-2112            
・ 管 理 者 名   佐藤  和女 
・ 施 設 長  佐藤  和女 
・ 介護保険指定番号   １５５１２８０００９ 
・ サービスの種類  （介護予防）短期入所療養介護 

 
（２）事業の目的と運営方針（短期入所療養介護運営規程より） 
 
（ 事業の目的 ） 
 運営規程第１条 
要介護又は要支援状態にあり、居宅における生活に一時的に支障が生じた高齢者に対し、指定短期

入所療養介護等を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安
心して日常生活を過すことができるよう居宅サービス及び介護予防サービスを提供することを目的と
する。 
 
（指定短期入所療養介護の運営の方針） 
 運営規程第２条 
事業者は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活をその居宅

において営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療
並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的
及び精神的負担の軽減を図るものとする。 
２ 指定短期入所療養介護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に
立ったサービスの提供に努めるものとする。 
３ 指定短期入所療養介護の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、地域の保健・
医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、地域及び家
族との結びつきを重視した運営を行うものとする。 
４ 前項のほか、「新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条
例（平成 27 年新潟県条例第 22 号）」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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（指定介護予防短期入所療養介護の運営の方針） 
運営規程第３条 
事業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うこ
とにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図ることをもって、利用者の生活
機能の維持又は向上を目指すものとする。 
２ 指定介護予防短期入所療養介護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者
の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 
３ 指定介護予防短期入所療養介護の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、指
定介護予防支援事業者（地域包括支援センター）、保険医療機関及び関係市町村などと連携し、効率性・
柔軟性を考慮した上で、要支援者ができることは要支援者が行うことを基本としたサービス提供に努
める。 
４ 前項のほか「新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー
ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例（平成 27 年新潟県
条例第 19 号）」に定める内容を遵守し、事業を実施する。 
 
（３）従業者の職種、員数及び職務内容 
 運営規程第７条 

※上記に定めるもののほか、事業所の運営上、必要な従業者を置くものとする。 

職種 員数 職務内容 

管理者 １人 従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元
的に行うとともに、介護保険法等に規定される介護老人保健施設の
事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。 

医師 2 人 
以上 

入所者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う
とともに、施設の衛生管理等の指導を行う。 

支援相談員 2 人 
以上 

入所者及びその家族からの相談に応じるとともに、レクリエーショ
ン等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランテ
ィアの指導を行う。 

看護職員 12 人 
以上 

医師の診療補助及び医師の指示による入所者の看護、施設の衛生管
理等の業務を行う。 

介護職員 29 人 
以上 

入所者の介護、自立的な日常生活を営むための支援等の業務を行
う。 

理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士 

2 人 
以上 

医師等と共同してリハビリテーション実施計画を作成するととも
に、当該計画に従いリハビリテーションを行う。 

栄養士又は管理栄養士 1 人 
以上 

入所者の栄養や心身の状況及び嗜好を考慮した献立及び栄養指導
を行うとともに、食品衛生法に定める衛生管理を行う。 
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（４）利用定員 
運営規程第６条 
事業所の利用者の定員は 120 人とする。ただし､短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）

による入所者数と介護老人保健施設入所者数を合わせて 120 人を超えることは出来ないものとする｡ 
※療養室：個室 12 室（定員 12 人）、二人室 4 室（定員 8 人）、四人室 25 室（定員 100 人） 

 
２．サービスの内容 
（指定短期入所療養介護の内容） 
運営規程第８条 
指定短期入所療養介護の内容は、医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の

世話、食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣味、教養又は娯楽に係る
活動の機会の提供並びに送迎とし、指定短期入所療養介護の提供に当たっては次の点に留意するもの
とする。 
(1) 指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化防止に資するよ
う、利用者の心身の状況を踏まえ、療養を行うものとする。 
(2) 指定短期入所療養介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者と連携を図ること 
等により利用者の心身の状況を把握し、これらを踏まえ、また、概ね４日以上継続して入所する利用
者については、サービスの目標及び当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した短期
入所療養介護計画を作成し、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行うものとする。 
(3) 指定短期入所療養介護の提供に当たっては、従業者は利用者又はその家族に対して、療養上必要
な事項について、理解しやすいように指導又は説明しなければならない。 
(4) 指定短期入所療養介護の提供に当たっては、事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を
保護するためやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないもの
とする。なお、緊急かつやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 
(5) 事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図るもの
とする。 
（指定介護予防短期入所療養介護の内容） 
 運営規程第９条 
指定介護予防短期入所療養介護の内容は、医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常

生活上の世話、食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣味、教養又は娯
楽に係る活動の機会の提供並びに送迎とし、指定短期入所療養介護の提供に当たっては次の点に留意
するものとする。 
(1) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、利用者の
心身の状況等を踏まえ、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 
(2) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治医又は歯科医師からの情報やサービス
担当者会議等からの情報により、利用者の心身の状況及び日常生活全般の状況を的確に把握するもの
とし、これらを踏まえ、また、概ね４日以上継続して入所する利用者については、介護予防短期入所
療養介護計画を作成し、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 
(3) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者がその有する能力を最大限活用する
ことができるような方法によるサービスの提供に努めるとともに、利用者とのコミュニケーションを
十分に図ることその他の様々な方法により、利用者の主体的な活動参加を促すような働きかけに努め
るものとする。 
(4) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、従業者は利用者又はその家族に対して、サ
ービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明しなければならない。 
(5) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、事業者は、利用者又は他の利用者の生命又
は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わ
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ないものとする。なお、緊急かつやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 
(6) 事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を
図るとともに、主治医又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を行うものとする。 
 
３．通常の送迎の実施地域 
運営規程第 11 条 
通常の送迎の実施地域は村上市、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村とする。 

 
４．指定短期入所療養介護等の利用料等 
運営規程第 10 条 
指定短期入所療養介護等の利用料は、「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準（平成

12 年２月 10 日厚告第 19 号）」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（平成 18 年３月 14 日厚労告第 127 号）」に定める額とし、事業者が法定代理受領サービスを提供
する場合には、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。 
事業者は、前項の利用料の他、次の各号（巻末）に掲げる費用の支払いを受けることができる。 

 
５．支払方法 
  毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払い下さい。 
  お支払いの方法は、現金、銀行振込､郵便振替の三通りの方法がありますが、ご相談又はご不明の点
がある場合は、支援相談員又は事務担当者までお問い合せ下さい。 
 
６．協力医療機関等 
  当施設では、下記の医療機関や歯科診療所と協力医療機関協定を締結しています。利用者の状態が
急変し医療機関の受診が必要となった場合には、協定に従って対応をお願いしています。 
 
・協力医療機関 
      ・名  称  新潟県厚生農業協同組合連合会 

村上総合病院 
      ・所在地  新潟県村上市緑町五丁目 8 番 1 号 
・協力歯科医療機関 
      ・名  称 医療法人佐藤医院 

佐藤医院（歯科） 
      ・所在地  新潟県村上市猿沢 2221 
 
※緊急時の連絡 
  なお、緊急に連絡が必要な場合には、「緊急時及び事故発生時の連絡先」にご記入いただいた連絡先
に連絡します。 
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７．施設利用にあたっての留意事項 
（１） 介護保険被保険者証等の提出及び確認 
 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証（保険者から交付を受け
ている方のみ）の確認しますので必ず提出して下さい。また、新たに介護保険被保険者証等が届い
た場合も必ず提出して下さい。 
（２） 面会 
面会時間は午前８時から午後８時までです。ただし、感染症などの流行等により制限する場合があ

ります。面会時には、各階ステーションに備付けの「面会記録」への記入をお願いします。 
（３） 外出 
外出を希望される場合は前日までに「外出願い」を提出して下さい。 
ご家族での送迎が難しい時は、場合によってはご自宅までは施設職員による送迎も可能な場合があ

ります。送迎を希望する場合はご相談下さい。 
（４） 食品等の持ち込み 
管理栄養士の栄養管理の下で､利用者の身体の状況に合わせて安全で計画的な食事の提供に努めて

います｡食品等を持ち込まれる場合はご相談下さい｡ 
（５） 飲酒・喫煙 
行事などの際に少量のアルコール類を提供する場合があります｡施設内は全館禁煙です。 

（６） 火気の取扱い   
施設内での火気の使用は禁止します。 

（７） 設備･備品の利用 
 施設の設備･備品は利用者全員で利用する物ですので、大切に取り扱って下さい｡故意に設備･備品
を破損させた場合は､修理費用をご負担していただく場合があります｡ 
（８） 所持品・備品等の持ち込み 
  居室の広さに制限がありますので､所持品等の持ち込みは必要最小限度にして下さい｡ 
（９） 金銭・貴重品の管理 
必要最小限の現金のみ（上限１万円）施設でお預かりすることができます｡ただし､現金の管理を依

頼する場合は事務所金庫での保管管理となります。 
  自己管理で持ち込みをされる場合には紛失・破損等についての責任を一切負いかねますのでご了承
下さい。 
（１０） 外泊時等の施設外での受診 

施設を短期入所で利用している間は､病院などの医療機関の受診について法令上の制限があります。
施設に入所している間に受診する場合は施設からの紹介状が必要となりますので、医療機関での診察
を希望される方は施設の職員に御相談下さい。 

（１１） 政治活動、宗教活動 
特定の政治活動や宗教活動は禁止します。ただし、他の利用者の迷惑にならない範囲での個人的

な活動を制限するものではありません｡ 
（１２） ペットの持ち込み 

原則として禁止します。 
 
８．非常災害対策 
（１） 防災設備   スプリンクラー･消火器･消火栓･自動火災通報装置が設置されています。 
（２） 防災訓練   年二回総合防災訓練を実施します。 
 
９．要望及び苦情等の相談 
  当施設には相談の担当として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい。 
 要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、自動販売
機コーナー脇に備え付けられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出頂くことも出
来ます。 
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苦情や要望の申し出先 担当部署（担当者） 電話番号 
介護老人保健施設杏園 支援相談員 0254-60-2222 

新潟県国民健康保険団体連合会 介護サービス相談室 025-285-3022 

村上市 介護高齢課介護保険室 0254-53-2111 

岩船郡関川村 住民福祉課健康介護班 0254-64-1472 

岩船郡粟島浦村 保健福祉課介護保険係 0254-55-2111 
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〈別紙２〉 

個人情報の利用目的 
（令和８年１月１日現在） 

 
介護老人保健施設杏園では、利用者若しくはその家族等の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 
・介護保険事務 
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 
 －入退所等の管理 
 －会計・経理 
 －事故等の報告 
 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 
 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 
 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
 －検体検査業務の委託その他の業務委託 
 －家族等への心身の状況説明 
・介護保険事務のうち 
 －保険事務の委託 
 －審査支払機関へのレセプトの提出 
 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 
【上記以外の利用目的】 
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 
 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
 －当施設において行われる学生の実習への協力 
 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －外部監査機関への情報提供 

 
 

 



（介護予防）短期入所療養介護 

〈別紙３〉 
保険給付対象外費用料金表 

※1 負担限度額認定証の交付を受けている利用者の居住費及び食費の額は負担限度額認定証に記載された限

度額を限度とする。 

 

 
項目 

金額

（円） 
備考 

1 滞在費（多床室）※1 650 一日につき（負担限度額認定：第 4 段階の利用者） 

2 滞在費（個室）※1 1,728 一日につき（負担限度額認定：第 4 段階の利用者） 

3 特別な室料（個室） 1,500 一日につき（消費税別） 

4 特別な室料（二階・二人室） 700 一日につき（消費税別） 

5 特別な室料（三階・二人室） 500 一日につき（消費税別） 

6 食費（朝食）※1 435 一食につき（負担限度額認定：第 4 段階の利用者） 

7 食費（昼食）※1 560 一食につき（負担限度額認定：第 4 段階の利用者） 

8 食費（夕食）※1 550 一食につき（負担限度額認定：第 4 段階の利用者） 

9 日常生活品費 130 一日につき 

10 教養娯楽費 100 一日につき 

11 電気器具使用料 60 電気器具１品あたり一日につき（消費税別） 

12 洗濯（下洗い） 300  洗濯一回につき 

13 洗濯（機械洗） 300 洗濯一回につき 

14 洗濯（手洗い） 500  洗濯機で洗濯が出来ないもの 洗濯一回につき 

15 洗濯（乾燥） 300  洗濯物乾燥一回につき 

16 理容料 3,000  一回につき（カット、洗髪、顔剃り） 

17 理容料 2,600  一回につき（カット、洗髪） 

18 理容料 2,600  一回につき（カット、顔剃り） 

19 理容料 2,300  一回につき（カットのみ） 

20 
診断書料（用紙が指定されてい

る場合） 
3,000  用紙の指定のあるもの（消費税別） 

21 
診断書料（用紙が指定されてい

ない場合） 
2,000  

用紙の指定のないもの。用紙の指定があっても記載内容

が複雑でないもの（消費税別） 

22 証明書料（診断書以外） 500  
おむつ使用証明書、受領証明書等（領収書再発行を含む）

（消費税別） 

23 交通費（送迎費用・片道） 500  
通常の事業の実施地域を越える場合の送迎費用（消費税

別） 

24 電話料金 実費 東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）の料金に準じる 


